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第３次気候変動影響評価報告書の公表
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【農業・林業・水産業】

水稲：コメの収量・品質低下

果樹：ミカン・リンゴ等果樹の栽培適地の変化

農業生産基盤：大雨による農地・農業設備への被害

沿岸域・内水面漁場環境等：海水温の上昇によるワカメ等の不漁

【水環境・水資源】

水供給(地表水)：渇水の増加・農業用水等の不足

【自然生態系】

亜熱帯：珊瑚の白化現象の頻度増加

温帯・亜寒帯：海藻等の分布域の縮小・北上

分布・個体群の変動：生物の分布域の変化

【自然災害・沿岸域】

洪水：洪水の発生地点数の増加

内水：内水氾濫の可能性の増加・浸水時間の長期化

土石流・地すべり・土砂流出等：時間降水量の増加による土砂災害発生件数の増加

【健康】

暑熱：気温上昇に伴う、熱中症による救急搬送者数・死亡者数の増加や循環器系疾患等での死亡率・入院・救急搬送者数の増加

【産業・経済活動】【国民生活・都市生活】

インフラ・ライフライン等：大雨・台風等による電気・ガス・水道などのライフラインの寸断

第３次気候変動影響評価報告書の概要（2026年２月16日公表）

第３次気候変動影響評価においては、以下を踏まえて実施。
①最新かつ広範な科学的知見を反映
③特に強い影響を受ける地域や対象の整理
現状から将来予測にわたって重大性・緊急性・確信度が高いなど特に優先的に対応が必要な項目※が明
らかになった。

特に優先的に対応が必要な項目の影響の概要

水稲の収量(a)および白未熟粒率(b)の20年毎の推移(全国平均)(RCP8.5)
(Ishigooka et al., 2021)

②影響の重大性の評価を2段階から３段階に細分化
④適応策及びその効果に関する知見の整理

熱中症による死亡者(５年移動平均)の推移
（人口動態統計から環境省作成）

※重大性（現状、1.5～2℃上昇時、3～4℃上昇時）・緊急性・確信度の評価が全てレベル３の項目及び
 分野別WGで、重大性及び緊急性がレベル３かつ、新たに追加された項目又は社会的関心の高さ等を勘案して取り上げるべきとされた項目

白化した珊瑚
「サンゴ礁生態系保全行動計画2022-2030」

（環境省）

福岡県久留米市の巨瀬川氾濫（令和５年）
「災害・防災情報：6月29日からの大雨」

（国土交通省）
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気候変動影響評価結果（一覧）
大項目 小項目 重大性(確信度) 緊急性(確信度)

現状（約1℃上昇） 1.5～2℃上昇時 3～4℃上昇時

農業・林業・水産業

農業 水稲 レベル3 (***) レベル3 (***) レベル3 (***) レベル3 (***)

野菜等 レベル2 (***) レベル2 (**) レベル3 (**) レベル3 (***)

果樹 レベル3 (***) レベル3 (***) レベル3 (***) レベル3 (***)

麦、大豆、飼料作物等 レベル2 (**) レベル2 (**) レベル2 (**) レベル3 (**)

畜産 レベル3 (***) レベル3 (**) レベル3 (**) レベル3 (***)

病害虫・雑草等 レベル2 (***) レベル3 (*) レベル3 (*) レベル3 (***)

農業生産基盤 レベル3 (***) レベル3 (***) レベル3 (***) レベル3 (***)

食料需給 レベル2 (**) レベル3 (**) レベル3 (**) レベル3 (**)

林業 木材生産（人工林等） レベル2 (**) レベル2 (**) レベル3 (**) レベル3 (**)

特用林産物（きのこ類等） レベル2 (***) レベル2 (*) レベル2 (*) レベル3 (***)

水産業 回遊性魚介類（魚類等の生態） レベル2 (**) レベル2 (**) レベル3 (**) レベル3 (**)

増養殖業 レベル3 (**) レベル3 (**) レベル3 (**) レベル3 (**)

沿岸域・内水面漁場環境等 レベル3 (**) レベル3 (**) レベル3 (**) レベル3 (**)

水環境・水資源

水環境 湖沼・ダム湖 レベル1 (**) レベル2 (**) レベル2 (**) レベル2 (**)

河川 レベル1 (**) レベル1 (**) レベル1 (**) レベル1 (**)

沿岸域及び閉鎖性海域 レベル1 (*) レベル1 (*) レベル2 (**) レベル1 (**)

水資源 水供給（地表水） レベル2 (***) レベル2 (***) レベル3 (***) レベル3 (***)

水供給（地下水） レベル1 (*) レベル2 (**) レベル2 (**) レベル3 (**)

水需要 レベル1 (*) レベル2 (**) レベル2 (**) レベル2 (**)

自然生態系

陸域生態系 高山・亜高山帯 レベル3 (***) レベル3 (**) レベル3 (**) レベル3 (***)

自然林・二次林 レベル1 (***) レベル1 (***) レベル3 (***) レベル2 (***)

里地・里山生態系 レベル1 (**) レベル1 (**) レベル2 (**) レベル2 (**)

人工林 レベル1 (*) レベル1 (**) レベル2 (**) レベル2 (**)

野生鳥獣による影響 レベル2 (***) レベル3 (**) レベル3 (**) レベル3 (***)

淡水生態系 湖沼 レベル3 (**) レベル3 (*) レベル3 (*) レベル3 (**)

河川 レベル3 (**) レベル3 (**) レベル3 (**) レベル3 (**)

湿原 レベル3 (*) レベル3 (*) レベル3 (*) レベル3 (*)

沿岸生態系 亜熱帯 レベル3 (***) レベル3 (***) レベル3 (***) レベル3 (***)

温帯・亜寒帯 レベル3 (***) レベル3 (***) レベル3 (***) レベル3 (***)

海洋生態系 海洋生態系 レベル2 (**) レベル3 (**) レベル3 (**) レベル3 (**)

物質収支 物質収支 レベル2 (**) レベル2 (*) レベル2 (*) レベル3 (**)

生態系サービス 生態系サービス レベル2 (***) レベル2 (***) レベル3 (***) レベル3 (***)

その他 生物季節 レベル1 (***) レベル2 (**) レベル2 (**) レベル2 (**)

分布・個体群の変動 レベル3 (***) レベル3 (***) レベル3 (***) レベル3 (***)

自然災害・沿岸域

河川 洪水 レベル3 (***) レベル3 (***) レベル3 (***) レベル3 (***)

内水 レベル3 (***) レベル3 (***) レベル3 (***) レベル3 (***)

沿岸 海面水位の上昇 レベル1 (*) レベル3 (***) レベル3 (***) レベル3 (***)

高潮・高波 レベル2 (**) レベル3 (***) レベル3 (***) レベル3 (**)

海岸侵食 レベル2 (**) レベル3 (***) レベル3 (***) レベル3 (**)

山地 土石流・地すべり・土砂流出等 レベル3 (***) レベル3 (***) レベル3 (***) レベル3 (***)

その他 強風等 レベル3 (**) レベル3 (**) レベル3 (**) レベル3 (**)

大項目 小項目 重大性(確信度) 緊急性(確信度)
現状（約1℃上昇） 1.5～2℃上昇時 3～4℃上昇時

健康

暑熱 死亡リスク レベル3 (***) レベル3 (***) レベル3 (***) レベル3 (***)

熱中症 レベル3 (***) レベル3 (***) レベル3 (***) レベル3 (***)

疾病発生・悪化、死因別死亡リスク レベル3 (***) レベル3 (**) レベル3 (**) レベル3 (***)

感染症 水系・食品媒介性感染症 レベル1 (**) レベル1 (**) レベル1 (**) レベル1 (**)

節足動物媒介感染症 レベル2 (***) レベル3 (***) レベル3 (***) レベル3 (***)

その他の感染症 レベル1 (**) レベル1 (*) レベル1 (*) レベル1 (*)

その他 温暖化と大気汚染の複合影響 レベル2 (**) レベル2 (**) レベル2 (**) レベル3 (**)

メンタルヘルスへの影響 レベル3 (**) レベル3 (**) レベル3 (**) レベル3 (**)

自然災害に起因する健康影響 レベル3 (***) レベル3 (**) レベル3 (**) レベル3 (***)

冬季の健康影響 レベル1 (**) レベル1 (**) レベル1 (**) レベル1 (**)

その他の健康影響 レベル2 (**) レベル2 (**) レベル2 (**) レベル3 (**)

産業・経済活動

産業 全般 レベル2 (***) レベル3 (**) レベル3 (**) レベル3 (***)

製造業 レベル1 (***) レベル2 (*) レベル3 (*) レベル2 (*)

食料品製造業 レベル2 (*) レベル2 (*) レベル3 (*) レベル3 (*)

エネルギー産業 レベル1 (**) レベル2 (***) レベル2 (***) レベル2 (***)

原材料業 レベル1 (**) レベル3 (*) レベル3 (*) レベル2 (*)

商業 レベル1 (**) レベル3 (*) レベル3 (*) レベル2 (*)

⾦融・保険業 レベル1 (***) レベル1 (**) レベル1 (**) レベル1 (**)

観光業 レベル1 (*) レベル2 (**) レベル2 (**) レベル2 (**)

建設業 レベル2 (***) レベル3 (**) レベル3 (**) レベル3 (***)

情報・通信業 レベル1 (*) レベル1 (*) レベル2 (*) レベル1 (*)

運輸業 レベル1 (*) レベル2 (*) レベル3 (*) レベル2 (*)

不動産業 ― レベル2 (*) レベル2 (*) レベル2 (*)

サービス業 レベル1 (*) レベル2 (*) レベル3 (*) レベル2 (*)

医療・福祉・製薬業 レベル2 (*) レベル2 (*) レベル2 (*) レベル3 (*)

⾐料品製造業 レベル1 (*) レベル1 (*) レベル2 (*) レベル1 (*)

海外影響 海外からの2次的影響 レベル1 (*) レベル1 (*) レベル1 (*) レベル1 (*)

国民生活・都市生活

健全な生活とそ
の基盤

インフラ・ライフライン等 レベル3 (***) レベル3 (***) レベル3 (***) レベル3 (***)

医療・福祉、教育 レベル2 (***) レベル2 (*) レベル2 (*) レベル3 (***)

飲食 レベル1 (*) レベル2 (*) レベル2 (*) レベル2 (*)

住宅・住居 レベル2 (***) レベル3 (***) レベル3 (***) レベル3 (***)

労働・消費 レベル2 (**) レベル2 (*) レベル3 (*) レベル3 (**)

健康的な暮らし レベル2 (***) レベル3 (**) レベル3 (**) レベル3 (***)

レジャー・大規模イベント レベル2 (***) レベル2 (***) レベル3 (***) レベル3 (***)

災害避難 レベル2 (***) レベル3 (***) レベル3 (***) レベル3 (***)

精神的な基盤 自然環境 レベル1 (**) レベル1 (*) レベル1 (*) レベル1 (*)

⽂化・歴史 レベル1 (*) レベル1 (*) レベル1 (*) レベル1 (*)

地域社会 レベル2 (*) レベル2 (*) レベル2 (*) レベル3 (*)

世代間・世代内
公平性

公平性・社会的弱者への配慮 レベル2 (***) レベル2 (*) レベル2 (*) レベル3 (***)

緊急性

レベル1 レベル2 レベル3

確信度

レベル1 (*) レベル2 (**) レベル3 (***)

重大性

レベル1 レベル2 レベル3

＜凡例＞
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気候変動適応計画の見直しについて
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第10回（2026年６月25日）

第９回（2026年２月17日）

気候変動適応推進会議における議論

◼ 気候変動適応計画の見直しの議論を環境大臣が議長、関係府省庁が構
成員として参加する気候変動適応推進会議において実施。

◼ 2026年2月に計画見直しの議論を開始。同年6月に次期気候変動適応計
画の骨子を取りまとめ。

• 2026年２月16日に公表した第３次気候変動
影響評価報告書の報告。

• 同報告書の公表を踏まえ、令和８年度中に
気候変動適応計画を見直していく方針を確認。

会議の様子

石原環境大臣による開会挨拶

• 関係省庁との協議や気候変動影響評価・適
応小委員会における意見を踏まえ、次期気候
変動適応計画の骨子を取りまとめ、骨子に基
づいて具体的な施策の検討を進めることを確
認。
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次期気候変動適応計画の骨子について
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次期気候変動適応計画 骨子の概要

３．分野別施策の方針

深刻な影響に対して
適応策を重点的に推進

「先手先手」の
気候変動適応の推進

あらゆる関係者の気候変
動適応の実践を後押し

気候変動対策による
明るい未来に向けた
コミュニケーション

関係主体の行動変容を促し、気候変動適応の実践につなげていくことに重点をおいた基本戦略（p.３）

気候変動適応推進会議において関係省庁の施策の進捗状況を確認しつつ、政府全体の適応を推進

◼ 関係主体の行動変容を促し、気候変動適応の実践につなげていくことに重点をおいた基本戦略へ刷新。

◼ 基本戦略を基にして、気候変動適応に関する分野別施策及び基盤的施策を推進していく方針を示す。

①農業・林業・水産業 ②水環境・水資源

④自然災害・沿岸域

③自然生態系

⑥産業・経済活動
国民生活・都市生活

５．進捗管理

⑤健康

①便益が実感できる適応等による
地域における実践の促進

②気候変動適応を通じた
事業者の競争力強化

③サプライチェーンの強靭化等に
つながる国際協力の推進

④あらゆる関連施策と気候変動適応策によるシナジーの促進

⑤気候変動適応の実践促進につながる科学的知見の充実

気候変動適応を推進し、安全・安心で持続可能な社会を構築1.目標

2.基本戦略 これらに基づいた
各種施策の展開

第３次気候変動影響評価報告書において特に優先的に対応すべきとされた影響に対して重点化（p.４）

４．基盤的施策の方針 あらゆる関係者の適応を実践につなげるため、基盤となる分野横断的に施策の方針を取りまとめ（p.５）

地域 事業者 国際

基幹

令和８年６月25日の気候変動
適応推進会議において取りまとめ
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（参考）気候変動適応計画構成の比較

第１章 気候変動適応に関する施策の基本的方向

(1)目標(2)計画期間(3)関係者の基本的役割
(4)基本戦略
① あらゆる関連施策に気候変動適応を組み込む
② 科学的知見に基づく気候変動適応を推進する
③ 我が国の研究機関の英知を集約し、情報基盤を整備する
④ 地域の実情に応じた気候変動適応を推進する
⑤ 国民の理解を深め、事業活動に応じた気候変動適応を促進する
⑥ 開発途上国の適応能力の向上に貢献する
⑦ 関係行政機関の緊密な連携協力体制を確保する

(5)気候変動適応計画の進捗の管理・評価

第２章 気候変動適応に関する分野別施策

【農業、林業、水産業】【水環境・水資源】【自然生態系】
【自然災害・沿岸域】【健康】【産業・経済活動】
【国民生活・都市生活】

第３章 気候変動適応に関する基盤的施策

(1)気候変動等に関する科学的知見の充実及びその活用に関する基盤的施策
(2)気候変動等に関する情報の収集、整理、分析及び提供を行う体制の確保に
関する基盤的施策

(3)地方公共団体の気候変動適応に関する施策の促進に関する基盤的施策
(4)事業者等の気候変動適応及び気候変動適応に資する事業活動の促進に関
する基盤的施策

(5)気候変動等に関する国際連携の確保及び国際協力の推進に関する基盤的
施策

第４章 熱中症対策実行計画に関する基本的事項

第１章 気候変動適応に関する施策の基本的方向＜二号＞

(1)目標 (2)計画期間＜一号＞

(3)基本戦略
① 深刻な影響に対して適応に係る国の施策を重点的に推進
② 「先手先手」の気候変動適応の推進
③ あらゆる関係者の気候変動適応の実践を後押しする施策を重点的に推進
④ 気候変動対策による明るい未来に向けたコミュニケーション

第２章 気候変動適応に関する分野別施策の方針

【農業、林業、水産業】【水環境・水資源】【自然生態系】
【自然災害・沿岸域】 【健康】 ＜十号＞

【産業・経済活動、国民生活・都市生活】

第３章 気候変動適応に関する基盤的施策の方針

(1)便益が実感できる気候変動適応等による地域における実践の促進＜六号＞

(2)気候変動適応を通じた事業者の競争力強化＜七号＞

(3)サプライチェーンの強靭化等につながる国際協力の推進＜八号＞

(4)あらゆる関連施策と気候変動適応策によるシナジーの促進＜九号＞

(5)気候変動適応の実践促進につながる科学的知見の充実<三号><四号><五号>

第４章 気候変動適応計画の進捗の管理・評価

次期気候変動適応計画 骨子現行気候変動適応計画

計画の進捗の管理・
評価は第4章に記載

第2章の【健康】分野に記載

関係主体の行動変容を促
し、気候変動適応の実践に
つなげていくことに重点をお
いて基本戦略を見直し

関連施策の網
羅的な整理から、
基本戦略を基
にして、施策を
推進していく方
針を示す形に
見直し

今後、個別の施策一覧は別冊として整理予定

※＜＞は気候変動適応適応法
第７条第２項各号との対応関係
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次期気候変動適応計画の「基本戦略」

①深刻な影響に対して適応に係る
国の施策を重点的に推進

②「先手先手」の気候変動適応の推進

③あらゆる関係者の気候変動適応の実践
を後押しする施策を重点的に推進

④気候変動対策による明るい未来に
向けたコミュニケーション

• 第３次気候変動影響評価報告書では、
特に優先的に対応が必要な影響を明ら
かにした。これらへの適応策を中心に取
り組むことで、効果的・効率的に社会全
体の気候変動適応を促進。

• 適応には、他分野とのシナジーにより、関
係者の抱える課題を同時に解決しウェル
ビーイングを向上させるポテンシャル。

• 「環境基本計画」に記載されている未然
防止原則や予防的な取組方法の考え
方を踏まえ、将来の気候変動影響に一
定の不確実性があることをもって対策を
遅らせることなく、気候変動による被害が
生じる前に気候変動適応を実践に移す
先手先手のアプローチが重要。

• 気候変動適応の進展状況を踏まえれば、
関係者におけるの基盤の整備が進捗。

• あらゆる関係者が気候変動を自分事と
してとらえ、行動に移すことが重要であり、
実践を後押しすることに重点を置く必要。

• 気候変動適応に関する官民投資額の
目標を設定し、気候変動への危機管理
投資である社会全体の適応を加速化。

• 関係者が、気候変動適応がウェルビーイ
ング向上につながることを理解すること
で実践するインセンティブが生まれ、積
極的な取組の促進につながる可能性。

• 気候変動対策を通じて暗い未来だけで
なく、将来世代を中心として関係者が明
るい未来を思い描くことができるよう、コ
ミュニケーションの推進が不可欠。
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気候変動適応に関する分野別施策の方針（影響及び施策の例）

白未熟粒(左)と
正常粒(右)の断面

影響の例
コメの収量・品質低下
施策の例
➢気候変動に対応するスマート技術
の活用を含む生産安定技術の開
発・普及促進

➢高温耐性・病害虫抵抗性品種の
開発・普及

農業・林業・水産業

水環境・水資源

集中豪雨による河川氾濫

自然災害・沿岸域

健康

自然生態系 産業・経済活動、国民生活・都市生活

影響の例
渇水の増加・農業用水等の不足
施策の例
➢渇水対応タイムラインの作成による水
系・地域全体の渇水対応力の向上

➢必要な農業用水を確保するための
農業水利施設の整備推進

影響の例
生物の分布域の変化
施策の例
➢保護地域や自然共生サイトを活用
した生態系の保全・回復

➢駆除や防護柵の設置、緩衝帯の
管理を含めた野生鳥獣対策

影響の例
洪水・内水氾濫・土砂災害の増加

施策の例
➢ハード・ソフト一体となった国土強靭
化に資する「流域治水」の推進

➢防災・減災に資するグリーンインフラ
の活用の推進

影響の例
熱中症による救急搬送者数・死亡者
数の増加
施策の例
➢クーリングシェルターの効果的・効率的
配置等の支援

➢屋外で働く人への熱中症対策の推進

影響の例
電気・ガス・水道などライフラインの寸断

施策の例
➢再エネをはじめとした自立・分散型エネ
ルギーや省エネ等の導入推進による地
域・くらしのレジリエンス向上 台風により水没した変電所

渇水によるダム貯水率の低下 熱中症死亡者数の推移

◼ 気候変動影響評価報告書において明らかにされた特に優先的に対応すべき影響とされたものを中心に
適応策を重点的に推進

ニホンジカによる高山植物への食害
<静岡県提供>
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気候変動適応に関する基盤的施策の方針（例）

（例）
➢地域課題を同時に解決するような適応策の事
例創出・横展開、効果の見える化の推進

➢地域気候変動適応センター等との連携強化
➢気候変動適応先進地域の創出

①便益が実感できる気候変動適応等に
よる地域における実践の促進

②気候変動適応を通じた
事業者の競争力強化

③サプライチェーンの強靭化等に
つながる国際協力の推進

（例）
➢民間事業者にとってのベネフィットの見える化等を
通じて、民間事業者の取り組みやすい環境整備

➢消費者の理解増進等による適応ビジネスの促進
➢気候リスクマネジメントの優良事例の横展開

（例）
➢各種国際ルールに積極的に関与し、民間事
業者の力を最大限活かした国際協力の展開

➢早期警戒システムを途上国に実装

➢気候変動適応推進会議による政府一体となった適応の推進
➢あらゆる関連施策への気候変動適応の組み込み
➢適応策のシナジー効果による明るい未来の発信

➢経済的影響等の定量化、社会的影響の解像度の向上
➢適応策の効果の評価手法の開発やAIを含む最新の情報科学技術
を活用した情報基盤の整備

球磨川流域における
流域治水の取組

高温水に強いワカメの
品種開発

早期警戒システム
（例：ウェザーニューズ社）

限られたリソースの中で効率的、効果的
に適応策を講じていくことが必要なため、
地方創生にもつながるもの等、便益が
実感できる適応策の事例創出・横展
開や効果の見える化を推進していく

企業が気候変動適応に取り組むことは、
事業の持続可能性を高める上で不可
欠。さらに、新たな事業機会の創出の
観点からも重要。気候変動適応を通じ
た事業者の競争力強化を図っていく。

日本の科学的知見や技術等を活かし、
途上国の適応能力の向上に向け支援
を進める。適応ビジネスの海外展開の
活動支援等を通じて、サプライチェーン
強靭化や事業機会創出を図っていく

政府一体となって連携し、気候変動に対する強靱な社会の実
現だけでなく、気候変動適応策について様々な分野の政策と
のシナジー効果を発揮していく

（例） （例）

気候変動影響評価の現状分析や将来予測の発展を進めると
ともに、経済・社会面からの情報や行動につながる知識を整備
する等、情報の充実及び質の向上を図っていく

④あらゆる関連施策と気候変動適応策
によるシナジーの促進

⑤気候変動適応の実践促進に
つながる科学的知見の充実

民間事業者向け手引き 気候変動リスク分析情報サイト
ワルシャワ国際メカニズム
第24回執行委員会
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気候変動適応計画改定に関する今後の検討スケジュール

６月25日
気候変動適応推進会議
・次期気候変動適応計画の骨子について

夏頃
中央環境審議会 気候変動影響評価・適応小委員会
・自治体、気候変動適応センター、事業者等からのヒアリング

秋～冬頃

中央環境審議会 気候変動影響評価・適応小委員会
・計画改定素案について

気候変動適応推進会議 幹事会
・計画改定案について

パブリックコメント

2026年度内
気候変動適応推進会議
・閣議決定案のまとめ 閣議決定

2027年度～
・改定された計画に基づき、気候変動適応推進会議 幹事会等で
KPIを検討

追加
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本日ご議論いただきたいポイントについて
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◼気候変動適応計画の骨子の内容に沿って、取り入れるべき観点・視
点について

◼その他、気候変動適応を推進していくために今後重要と考えられる対
策・施策について

ご議論いただきたいポイント

◼気候変動適応計画の骨子を基として、今後、実施する施策を検討し、
2026年度内の閣議決定を予定している。

本日ご議論いただきたいポイントについて
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（参考）第9回気候変動影響評価・適応小委員会（2026年５月26日）での
次期気候変動適応計画の構成（案）に対する主なご意見と対応状況(1/2)

関係箇所 頂いたご意見 対応状況

基本戦略 脆弱なグループに重点的に適応を推進していくことを盛り
込む予定というのは良いこと。もう一歩進んで、公平性や
包摂性という視点をもっと強調することを検討してはどうか。

基本戦略の１番目に、公平性及
び包摂性の観点を記載

明るい未来を発信することは重要だが、それだけに偏って、
適応策を実施すれば緩和策はいらないと捉えられないよう
にする必要がある。緩和にも適応にも取り組むことで、明る
い未来になるという発信が重要

基本戦略の４番目に、緩和策に
よって気候変動を最小化すること
の重要性やシナジーの重要性を記
載。今後の適応計画の検討にお
いてバランスが取れた表現となるよ
う注意したい

予防的な適応の推進の理由として、適応策の効果が現
れるまでには時間を要するものが多いことが記載されている
が、知見が十分になくても予防的に適応を推進することが
重要という観点もいれてほしい。

基本戦略２番目に、予防的な取
組方法の考え方をふまえ、将来の
気候変動影響に一定の不確実性
があることをもって対策を遅らせるこ
となく適応の実践する重要性につ
いて記載

国際支援に関して、今は一方的な支援ではなく、共創、
環流が一般的。ビジネスチャンスの創出ではなく、共創など
の表現にしてはどうか。

基本戦略の３番目に、共創や環
流といった視点を持った支援が重
要であることを記載。

追加
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（参考）第9回気候変動影響評価・適応小委員会（2026年５月26日）での
次期気候変動適応計画の構成（案）に対する主なご意見と対応状況(2/2)

関係箇所 頂いたご意見 対応状況

基盤的施
策の方針

地域計画策定の推進のためには、都道府県との共同策
定などが望ましいこともある。自治体間連携の観点も入れ
てはどうか。

基盤的施策の1番目に、地方公
共団体内の関係部局の連携や、
他の計画との連携を図ること等を
通じて、関係省庁が連携して地方
公共団体の取組を支援する必要
性を記載

環境基本計画や地球温暖化対策実行計画と一体的に
策定している自治体も多い。他の計画との一体的、有機
的な策定も効果的という視点も入れてはどうか。

官民の力を総動員して適応ビジネスの海外展開を支援す
るというように書くと後押しになる

基盤的施策の３番目に、適応ビ
ジネスの海外展開支援の重要性
について記載

シナジーだけでなく、トレードオフについても言及し、トレード
オフの調整や回避が必要ということを明記するべき。

基盤的施策の４番目に、トレード
オフの回避も重要である旨記載

地域の適応推進のため研究支援は引き続きお願いしたい。
一方で、社会経済的な脆弱性や被害の影響評価に関し
ては地域に知見は少ないため、国で実施してほしい。

基盤的施策の５番目に、社会
的・経済的に脆弱なセクターを特
定するための研究や、経済的影響
等についての定量化の促進上等、
社会・経済面からの情報を整備す
る必要性を記載

追加



17

参考資料
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分野別施策の取組状況
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分野別施策（健康分野：熱中症対策）

熱中症特別警戒情報・熱中症警戒情報の運用

近年の発表状況

この他、地方自治体職員向けの研修や、情報発信の取り組みも実施している。
また、令和８年度を目途に、熱中症対策実行計画（令和５年５月30日閣議決定）を見直す予定としている。

指定暑熱避難施設（クーリングシェルター）の指定状況

クーリングシェルター＊1を指定している施設数の推移

＊１ 気候変動適応法改正法第21条で規定する指定暑熱避難施設
＊２ 指定暑熱避難施設以外の施設であって、自治体で開設している暑さをしのぐという趣旨に合致している施設
＊３ 2014年から2023年の値は、令和５年12月実施の「令和５年度熱中症新制度の施行のための調査検討業務」より作成。

2024年の値は、令和６年７月２日事務連絡「指定暑熱避難施設等の設置状況に関する情報提供について（周知依頼）」に基づき、環境省へ報
告を受けた情報より作成。 
 2025年の値は、令和７年５月30日事務連絡「指定暑熱避難施設等の設置状況に関する情報提供について（周知依頼）」に基づき、環境省へ
10月20日までに報告を受けた情報より作成。

◼個別分野の影響に対する適応策も措置。代表的には熱中症対策を推進。

◼熱中症警戒情報の発信強化とクーリングシェルターの指定の促進等を実施。



20

分野別施策（健康分野：熱中症対策）（厚生労働省における取組）

出典：第８回
気候変動適応
推進会議幹事
会 厚生労働
省資料より
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分野別施策（健康分野：熱中症対策）（厚生労働省における取組）

出典：第８回
気候変動適応
推進会議幹事
会 厚生労働
省資料より
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分野別施策（自然生態系分野）

◼ ニホンジカの分布拡大と被害の拡大や、サンゴの白化など、気候変動による自然生態系への悪影響が顕在化。

◼生態系の管理・回復等のネイチャーポジティブを推進するため、野生鳥獣の管理や外来生物対策、自然共生
サイトの認定促進、自然環境・生態系モニタリング等を実施。

野生鳥獣の管理と外来生物対策

自然環境・生態系モニタリング

◼ シカ
・積雪量、積雪期間の減少の影響もあり、シカの分布域が拡大
・シカによる採食・剥皮により、希少種含む自然生態系への悪影響、農作物・造林木被害が発生
・令和10年度までに、生息頭数の平成23年度水準からの半減を目指して捕獲対策を強化していく

自然共生サイトに  
おける保全・回復

・民間の取組等によって生物多様性
の保全が図られている区域を「自然
共生サイト」として認定。令和8年3
月末時点で569か所認定。

・生物多様性が豊かな場所を維持
する活動に加え、白化が進むサン
ゴ礁や管理放棄地等での生物多
様性を回復・創出する活動も認定。

推定個体数：303万頭

被害⾦額：79億円

（万頭）

ニホンジカの推定個体数と農作物被害⾦額の推移

ナガエツルノ
ゲイトウ

（南米原産）

ヒアリ
（南米原産）

（百万円）

・全国1000か所以上で定点モニタリングを実施するなどし、気候変動の影響を
受けた生物種の分布変化など生態系の変化を把握し、施策に反映。長期
的・体系的なモニタリング実施のため体制を強化していく。

「石垣島のサン
ゴ産卵ファーム」
養殖を通じたサ
ンゴ礁回復活
動を実施（沖
縄県石垣市）

クビアカ
ツヤカミキリ

（東アジア原産）

◼ 外来生物
・気候変動は多くの侵略的外来種の定着率と拡散率を
増加させる可能性（出典：生物多様性及び生態系サービ
スに関する政府間科学‐政策プラットフォーム報告書）

・今後も地方公共団体が取り組む防除事業等への支援
を強化していく

落葉広葉樹（+14％）
→やや暖かい気候を好む

年平均気温２～５℃のサイト
（亜寒帯／亜高山帯と冷温帯の境界付近）

年平均気温８～13℃のサイト
（冷温帯と暖温帯の境界付近）

落葉広葉樹（-17％）
→やや暖かい気候を好む

亜寒帯/亜高山帯性針葉樹
（-4％）

→寒い気候を好む

常緑広葉樹（-1%）
→暖かい気候を好む

温帯性針葉樹

樹
木
の
個
体
数
の
変
化
(%
)(
太
線
)

各
調
査
区
の
個
体
数
の
変
化

(/h
a
)(細

線
)

A：亜寒帯/亜高山帯～冷温帯の境界付近、及び冷温帯と暖温帯
の境界付近におけるタイプ別の樹木個体数の変化

「堂谷津の里」
耕作放棄地の
再生活動を実
施（千葉県千
葉市）
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分野別施策（自然生態系分野：沿岸域・閉鎖性海域）

◼気候変動に伴う海水温の上昇等が沿岸生態系の変化をもたらし、水産資源の減少といった地
域の産業・文化への影響が懸念される。

◼これに適応するための藻場・干潟の保全・再生・創出を進めるほか、沿岸生態系の変化を捉え
るモニタリングを行い、適応策の検討に資するよう、関係者への情報提供を行う基盤の強化が
必要。

沿岸生態系の変化を捉えるモニタリングの拡充藻場・干潟の保全・再生・創出

◼ 海水温の上昇や植食性の魚種の分布拡大の影響を受
ける藻場等の保全について、里海・水辺を保全し地場産
業や観光に活用する取組を支援するモデル事業を実施。
例えば、鹿児島県指宿市（山川漁協）における国内分布の
南限となるアマモの保全と、保全活動を高付加価値な体
験として提供するインバウンド向けツアーの開発など、持続
可能な漁業経営との両立を目指す取組を支援。

【海水温の上昇】

◼ Jブルークレジットの認
証や自然共生サイトの
登録などを通じた、新規
漁業就業者の獲得や保
全活動への資金動員の
好循環を目指す。

◼ 海水温上昇等の気候変動影響に対する沿岸生態系
の変化をモニタリングし、水産業等の適応策の検討・
実施に迅速に繋げることが重要。

◼ 地方公共団体と連携した水温・水質の広域モニタリン
グに加え、生態系の変化を捉えるモニタリング指標を
検討し、モニタリングの拡充及び情報の提供を推進。

近年、海水温の上昇が進んでおり、南方系の生物の増加による藻場
や二枚貝などの食害や、秋冬の植物プランクトンの増殖による養殖ノリ
に必要な栄養塩類の不足等の一因となっている。

良好な環境を活用した観光モデル事業によるモニターツアー（山川漁協）
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分野別施策
（産業・経済活動、国民生活・都市生活分野：地域レジリエンスの強化）

◼防災拠点や避難施設等への再エネ・蓄電設備等の導入は、平時の脱炭素化に加え、災害時の
業務継続を始め被災者対応の観点からも重要。

◼環境省では、地域レジリエンス事業により避難施設等に指定されている公共施設への再エネ設備
等の導入を支援。また、脱炭素先行地域でも広域的なレジリエンス強化のための取組を実施して
おり、脱炭素化を通じて地域と暮らしを守る取組を支援。

避難所等の施設単位での主な成果

【石川県珠洲市】
市庁舎に太陽光発電設備・蓄電池を導入。能登半島地震にお
いて、LED照明が活用でき、震災対応に集まった職員の災害対
応業務の対応を可能とした。

面的な取組での主な計画

【石川県：基幹インフラ施設を中心にした広域防災体制の強化】
⚫ 能登半島の被災経験を踏まえ、災害時に「人命救助」、「物資

供給」、「広域避難」を担った、県管理の陸海空の基幹インフラ
(金沢港、のと里山空港、道の駅)に自立分散型電源を設置し、
レジリエンスの強化を通じて市町村単独では困難な広域防災
体制の強化を図る。

⚫ 特に、金沢と能登半島を繋ぐ主要道路の「道の駅」については、
太陽光発電・蓄電池・EV充電設備を一体的に整備することに
よる災害対応時の広域防災拠点としての機能向上に取り組
む。

脱炭素先行地域

珠洲市役所の太陽光、蓄電池 写真提供：珠洲市

道の駅の様子、長蛇の列となった温泉施設 写真：睦沢町
金沢港エリア、のと里山空港 写真：石川県

【千葉県睦沢町】
令和元年房総半島台風に伴う大雨に伴う大規模停電の際に、
広域避難場所である道の駅の温泉施設において、周辺住民に
対し、温水シャワー・トイレ・携帯電話充電の無料提供。
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分野別施策（農林水産業分野） （農林水産省における取組）

出典：みどり加速化GXプランより抜粋（農林水産省）
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分野別施策（農林水産業分野） （農林水産省における取組）

出典：みどり加速化GXプランより抜粋（農林水産省）
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分野別施策（農林水産業分野） （農林水産省における取組）

出典：みどり加速化GXプランより抜粋（農林水産省）
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分野別施策（自然災害、国民生活分野）（国土交通省おける取組）

出典：第９回気候変動影響評価・適応小委員会 国土交通省資料より
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基盤的施策の取組状況
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基盤的施策（気候変動等に関する科学的知見の充実及びその活用）

◼気候変動影響評価報告書等により全国及び地域の気候変動影響に関する科学的知見を充実。

◼適応策を進めるために参考となる情報を発信する「気候変動適応情報プラットフォーム（A-PLAT）」
を国立環境研究所内に構築。必要な情報を関係主体に提供。

◼適応策の実装につなげるためには、例えば、気候変動による社会・経済影響によるリスクや適応策を取
ることによる効果を明らかにするなど、自治体や民間事業者の意思決定を円滑化する支援が必要。

大学、研究機関等

国民

政府

各地域（都道府県等）

企業

国立環境研究所 気候変動適応センター

掲載している情報の例
・気候変動影響に関する観測・将来予測データ
・国・自治体・民間・研究機関の取組事例
・地域適応計画作成のためのマニュアル等のツール
・民間事業者の気候リスクマネジメントのための手引き

科学的知見の充実のための取組

•気候変動影響予測・ 適応評価
の総合的研究（環境省)
・気候変動予測先端研究プログラ
ム（文部科学省） 
・日本の気候変動2025
（文部科学省・気象庁） など

気候変動影響評価報告書

熱中症搬送者数予測結果(例) ＃適応しようキャンペーン

気候変動適応情報プラットフォーム

A-PLAT
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基盤的施策（地方公共団体の気候変動適応の促進）

◼ 地域気候変動適応計画策定マニュアル等各種ツールを整備し、地域の適応を推進。491自治体が地域
気候変動適応計画を策定。また、地域適応センターを70センター確保。（2026年３月現在）

◼ 気候変動適応広域協議会を７ブロックで開催し、自治体等の関係者間の情報提供を促進。
◼ 地域の実践には、地域課題を解決するもの等、自治体の便益が明確な適応が重要。取組の実施支援と
して「気候変動適応×地方創生」につながる優良事例の情報発信などを実施。

◼ 地域への影響を回避・低減するためには、様々な影響に対して予防的に適応を促進することが必要。

例１ 球磨川流域における流域治水の取組

（出典）熊本県立大学「地域共創流域治水」ウェブサイト

例２ 高温水に強いワカメの品種開発

（出典）気候変動適応情報プラットフォーム 取組事例インタビュー

「気候変動適応×地方創生」につながる取組例

⚫ 金融機関・地元企業と
高校などが連携し、湿
地保全、生態系保全、
雨庭づくり（水害対
策）、スタディツアーの開
催等に取り組む。

⚫ 徳島県立農林水産総
合技術支援センターが、
高温水に強いワカメを開
発。

気候変動適応広域協議会

【北海道、東北、関東、中部、近畿、中国四国、九州・沖縄の７ブロック】

情報共有都道府県・
市町村

地域気候変動
適応センター

国の
地方支部局

企業
市民団体等

気候変動適応
広域協議会

地域気候変動適応計画策定マニュアル等ツール整備
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基盤的施策（事業者等の気候変動適応の促進）

◼ 事業者の気候変動の物理的リスク分析や適応の進め方について、ガイドやポータルサイトを通じて情報提供。
また、産官学連携のネットワークを通じて、将来予測データへのニーズを把握し、科学的知見の活用を促進。

◼ 民間企業等の気候変動によるリスクの低減の取り組みに加え、適応に関する新たな事業（適応ビジネス）
の機会を創出することなどにより、事業者の競争力強化を図ることも重要。

物理的リスク分析に関する情報を一元的に提供。最新動向の解説
記事や、企業の開示動向・事例、分析に活用できるデータ等を掲載。

気候変動リスク分析情報サイト

気候変動影響予測情報の適切な活用や、ニーズに応じた情報提
供促進を目指し、産官学の意見/情報交換の場として設立。

気候変動リスク産官学連携ネットワーク

主なコンテンツ

https://adaptation-platform.nies.go.jp/moej/tcfd-scenario-analysis/

✓ トピックス

：トレンド情報に関する特集記事、関係者インタビュー等

✓ 業種別開示トレンド

：業種別・想定リスク別に、対応策・開示事例を一覧化

✓ 情報開示事例ナビ

：TCFDに関する企業の開示事例を紹介

✓ シナリオ分析に活用できる情報

：想定リスク・シナリオに関連する予測データ等

約60
団体

会員機関

気候変動リスク情報（主に物理的リス
ク）を活用しコンサルティングサービス等
を提供している企業 等

活動実績

会員機関向け勉強会・セミナー 年4回程度

公開シンポジウム 年1回、

この他、分科会活動やメーリングリストを通じた情報
共有を実施

環境省、文部科学省、国土交通省、金融庁、
国立環境研究所主催

改訂版 民間企業の気候変動適応ガイド

https://adaptation-platform.nies.go.jp/private_sector/risk_network/index.html

ー気候リスクに備え、勝ち残るためにー

戦略的気候変動適応とは? 民間企業
における適応取組の進め方をガイド

令和４年3月改訂
https://adaptation-
platform.nies.go.jp/private_sector/guide/index.html

https://adaptation-platform.nies.go.jp/moej/tcfd-scenario-analysis/
https://adaptation-platform.nies.go.jp/moej/tcfd-scenario-analysis/
https://adaptation-platform.nies.go.jp/moej/tcfd-scenario-analysis/
https://adaptation-platform.nies.go.jp/moej/tcfd-scenario-analysis/
https://adaptation-platform.nies.go.jp/moej/tcfd-scenario-analysis/
https://adaptation-platform.nies.go.jp/moej/tcfd-scenario-analysis/
https://adaptation-platform.nies.go.jp/moej/tcfd-scenario-analysis/
https://adaptation-platform.nies.go.jp/private_sector/risk_network/index.html
https://adaptation-platform.nies.go.jp/private_sector/risk_network/index.html
https://adaptation-platform.nies.go.jp/private_sector/risk_network/index.html
https://adaptation-platform.nies.go.jp/private_sector/guide/index.html
https://adaptation-platform.nies.go.jp/private_sector/guide/index.html
https://adaptation-platform.nies.go.jp/private_sector/guide/index.html
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基盤的施策（国際連携の確保及び国際協力の推進）

• 二国間、多国間の支援を通じて、影響予測
等の科学的知見、適応施策に必要なツール
をアジア太平洋各国に提供。

• パートナー国・機関と連携して、適切で実効
性のある適応支援を実践。

• アジア太平洋地域等の途上国を対象に気候変動影響

評価・適応計画策定に関する人材育成を実施。
「アジア太平洋適応ネットワーク（APAN）」
世界適応ネットワーク（GAN）のアジア太平洋地域版
ネットワークで、適応に関するニーズの把握、能力強化に貢献。

「アジア工科大学院（AIT-RRC.AP）」

APANの地域パートナーとして、各種の能力強化研修・活動を実践。

「アジア太平洋地球変動研究ネットワーク（APN）」

アジア太平洋適応情報プラットフォーム（AP-PLAT） 二国間（バイ）協力事業を通じた支援

国際ネットワーク（マルチ）を通じた支援

• 二国間協力の下で、官民連携、案件形成等を実施。
「官民連携による早期警戒システム導入促進イニシアティブ」

日本企業の持つ優れたEWS関連サービスの海外展開を促進。

「NbSの考え方を活かした適応策実装支援」

民間投資が見込めるようなNbSの考え方を活かした適応策の事業化を支援。

ツール 人材育成

● 気候リスクデータの開発、既存
情報・知見の収集、整理、加工、
分析

●適応計画・施策に資す
るツールキットの開発
●有用な先進事例、ガイ
ドライン等の共有

●影響評価、情報管理、適応アク
ションに向けた能力強化
●適応計画策定
●資⾦調達

科学的な知見

◼ 気候変動適応法に基づき、途上国に対する気候変動適応分野の国際協力を推進。
◼ アジア太平洋気候変動適応情報プラットフォーム（AP-PLAT）を通じて科学的知見を提供。
◼ 各国の影響評価や能力構築、適応計画に基づく取組を支援するとともに、本邦民間事業者の優れた適応
技術や知見、サービス等の展開を通じて、気候変動に脆弱な国・地域における強靭な社会の実現を支援。

◼ 日本の先進技術の国際展開支援を通じ、国際協力の促進と同時に、サプライチェーン強靭化、民間企業
のビジネスチャンス創出につなげることが重要
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基盤的施策（国際連携の確保及び国際協力の推進）

◼ COP27（2022年）において、日本政府は「ロス＆ダメージ支援パッケージ」を公表。新規取組として、環境省は
「アジア太平洋地域における官民連携による早期警戒システム(EWS)導入促進イニシアティブ」の立ち上げを表明。

早期警戒システム（EWS）：気象災害による被害を最小化するため、予測、観測、解析、情報通信等を行うシステム

◼ 日本企業の持つ優れたEWS関連サービスの海外展開促進を目的に、関係府省庁や民間企業約65社から成る官
民連携協議会を通じて、途上国の脆弱層に対し、ビジネスベースで情報伝達が可能かの検証を進めている。

活動対象国： タイ ベトナム フィリピン インドネシア マレーシア カンボジア

落雷被害により重要なインフラや工場などの運営に係る電
力機器の制御に支障あり

⇓
民間企業向けの落雷対策等のEWSビジネスモデルを設計

ビジネスモデル設計
(例) 落雷EWSソリューション

ビジネスモデル概念実証
(例) 気象情報サービス

公的天気予報が天候急変に未対応
大雨による浸水や渋滞頻発

⇓
精緻でタイムリーな気象情報サービスを提供

関係省庁・機関

EWS官民連携協議会

企業、市民団体等

国際機関

EWS海外
展開調査

ビジネスモデル
設計

ビジネスモデル
概念実証

気象・防災情報
IT/AIサービス
計測・制御機器
総合電機

航空宇宙
電力・エネルギー
通信インフラ

など約65社

EWS海外展開調査

協議

連携

情報提供
ASEAN 6ヶ国を対象に、災害発生状況、
市場動向、現地法規制等を調査
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（参考）現行の気候変動適応計画（１／２）

気候変動影響の被害
の防止・軽減

目標 基本的役割

1 あらゆる関連施策に気候変動適応を組み込む

2 科学的知見に基づく気候変動適応を推進する

我が国の研究機関の英知を集約し、情報基盤を整備する3
開発途上国の適応能力の向上に貢献する6

関係行政機関の緊密な連携協力体制を確保する7

国民の理解を深め、事業活動に応じた気候変動適応を
促進する

5

地域の実情に応じた気候変動適応を推進する4

気候変動影響による被害の防止・軽減、
国民の生活の安定、社会・経済の健全な発展、
自然環境の保全及び国土の強靱化を図り、

安全・安心で持続可能な社会を構築することを目指す  

7つの基本戦略の下、関係府省庁が緊密に連携して気候変動適応を推進

計画期間

今後おおむね5年間（閣議決定から令和８年度まで）

PDCAサイクルの下、分野別・基盤的施策に関するKPIの設定、国・地方自治体・国民の各レベルで気候
変動適応を定着・浸透させる観点からの指標※の設定等による進捗管理を行うとともに、適応の進展状況
の把握・評価を実施
※ 分野別施策KPI（大項目）の設定比率、地域適応計画の策定率、地域適応センターの設置率、適応の取組内容の認知度など

基本戦略

進捗管理

国民事業者

政府

地方公共
団体

• 適応の率先実施

• 多様な関係者の適応促進

• 地域の適応の推進

• 地域の関係者の
適応促進

• 適応行動の実施

• 適応施策への協力

• 事業に応じた
適応の推進

• 適応ビジネスの
推進

国立環境
研究所

• 適応の情報基盤
の整備

• 地方公共団体等
の技術的援助
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気候変動の影響と適応策（分野別の例）

• 気候変動等に関する科学的知見の充実及びその活用

• 気候変動等に関する情報の収集、整理、分析及び提供を行う
体制の確保

• 地方公共団体の気候変動適応に関する施策の促進

• 事業者等の気候変動適応及び気候変動適応に資する事業活動
の促進

• 気候変動等に関する国際連携の確保及び国際協力の推進

熱中症対策実行計画に関する基本的事項

実行計画の目標及び期間、実行計画に定める施策や取組（関係者の基本的役割、熱中症対策に関する具体的施策、
熱中症対策の推進体制並びに実行計画の見直し及び評価等）を定める旨を規定

気候変動適応に関する基盤的施策

農林水産業
影響 高温によるコメの品質低下

適応策高温耐性品種の導入

自然災害

影響 洪水の原因となる大雨の
増加

適応策「流域治水」の推進

影響 土石流等の発生頻度の
増加

適応策砂防堰堤の設置等

水環境・
水資源

影響 灌漑期における地下水位の
低下

適応策地下水マネジメントの
推進等

産業・
経済活動

影響 安全保障への影響

適応策影響最小限にする視点
での施策推進

国民生活・
都市生活

影響 インフラ・ライフラインへの
影響

適応策施設やシステムの強靱化

グリーンインフラの活用等

自然生態系

影響 熱帯・亜熱帯の造礁サンゴ
生育海域消滅の可能性

適応策モニタリングやサンゴ礁の保
全・再生

健康

影響 熱中症による死亡リスクの
増加

適応策高齢者への予防情報伝達

影響 様々な感染症の発生リスク
の変化

適応策気候変動影響に関する
知見収集
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